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建設環境委員会会議録 

 

平成２４年５月１日 火曜日 

  午前１０時０３分開議 

  午前１１時５０分閉議（実時間１０６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．所管事務調査 

 ・生活環境に関する諸問題の調査 

  （八代市環境センター建設事業の進捗状況

について） 

  （ごみ非常事態宣言後の状況について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  田 方 芳 信 君 

副委員長  堀 口   晃 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  田 中   安 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  松 浦 輝 幸 君 

議  長  古 嶋 津 義 君 

 

※欠席委員 植 原   勉 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 環境部長      福 田   晃 君 

  環境部次長    宮 川 正 則 君 

  環境センター建設課長 小 橋 孝 男 君 
 
  環境センター建設課 
 
  副主幹兼環境センター 南   浩 一 君 
 
  建設係長 
 
 
  環境センター建設課 
           豊 田 浩市郎 君 
  主査 
 

  ごみ対策課長   山 口   剛 君 

                              

○記録担当書記    寺 原 哲 也 君 

 

（午前１０時０３分 開会） 

○委員長（田方芳信君） 定刻となり、定足数

に達しましたので、ただいまから建設環境委員

会を開会いたします。 

 本日は、生活環境に関する諸問題の調査を議

題とし、調査を進めます。 

                              

◎所管事務調査 

・生活環境に関する諸問題の調査（八代市環境

センター建設事業の進捗状況について） 

○委員長（田方芳信君） それでは、八代市環

境センター建設事業の進捗状況について、執行

部から発言の申し出があっておりますので、こ

れを許します。 

○環境部長（福田 晃君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） はい、福田環境部

長。 

○環境部長（福田 晃君） はい。おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）ゴールデンウイーク中の貴重な時間とは

承知しておりますけども、早急に報告すべき事

柄がございましたことから、委員長に開催をお

願いいたしました。 

 八代市環境センター建設事業におきます重要

な事項でございます建設や管理運営等の手法に

ついて、これまで協議を重ねてまいりましたの

で、その進捗状況等について担当課長の小橋が

説明申し上げます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 委員

長。 

○委員長（田方芳信君） 小橋環境センター建

設課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） おは

ようございます。（｢おはようございます」と
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呼ぶ者あり）資料に基づきまして御説明させて

いただきます。よろしくお願いいたします。座

って説明させていただきます。 

 それでは、事前にお配りしておりました本日

の資料、表紙を除きまして４枚つづりです。御

確認をお願いいたします。 

 それでは、１ページ目から御説明をさせてい

ただきます。 

 １ページ目は、これまで議員さんたちとの勉

強会の中でも御説明してまいりました、ごみ非

常事態宣言の現状でありますとか、それから建

設候補地につきましてとか、そういったことを

書いております。 

 なお、このパンフレットは、今後、市民の皆

さんに啓発活動、環境センターの進捗状況を御

説明する機会が非常に多くなろうかと思いまし

て、この資料をお配りする計画でおります。動

きがありましたら、またその都度、更新してま

いりますけども、現状、それから、これからの

スケジュールを書いたものでございます。 

 １番と２番につきましては、もう御存じのこ

とと思いますので、割愛させていただきます。 

 ３番目から行きたいと思います。 

 ３番目、環境センター建設事業の進捗状況で

す。 

 現在、用地取得協議につきましては、国が国

土交通省、それから県が県の港湾課というとこ

ろと、所有者である国や県との間でスムーズな

取得手続ができるように協議を行っておりま

す。一番の課題は、来年の１１月に環境影響評

価が出ます。それが終わらないと、この用地交

渉に入れないというのが１つの原則です。すべ

てがそれが終わってからということになってお

りますので、今現在は、その事前協議というこ

とでの形をとらせていただいて、２つの所有者

と協議を重ねております。国は御存じのとお

り、まだ土地が未竣工でありますので、未竣工

用地を竣工させていただく手続、それから県の

ほうは、県の港湾計画の変更を変えていただく

手続、その後、港湾審議会、県議会承認という

手続に入っていかれるそうです。その手続をで

きるだけ一日も早く縮めていただきたいという

お願いを再三、今申し上げてる段階でありま

す。 

 続きまして、環境影響評価ですが、これが先

ほど言いました熊本県環境影響評価条例にのっ

とった環境調査です。現在、冬から始めまし

て、冬、春の段階です。フォーシーズンの第２

段階に入っております。これから夏の調査に入

ってまいります。フォーシーズン終わりまして

から、今度は県知事意見をいただきます評価書

というのを作成してまいります。そういったこ

との手続が来年の１１月に終わります。 

 それから、地質、測量調査ですが、これにつ

きましては、まだ八代市の土地ではないんです

が、県や国の御理解がありまして、ボーリング

調査を行っていいよということで４本ボーリン

グ調査を行っております。 

 それから、基本計画、設計につきましては、

ことしの３月、先月で完了しております。内容

につきましては、新たなごみ処理施設の基本的

な内容、処理するごみの量、建物の大きさ、煙

突から出る排ガスの規制値、それから施設内の

動線、周辺に合った建物イメージなど、基本的

な計画を策定しております。 

 続きまして、４番目です。 

 これをお示ししましたのは、先ほど言いまし

た用地取得から設計、建設、稼働開始、この流

れがわかるスケジュールをつくったつもりでご

ざいます。２番目に書いてあります、この事業

者選定、これが上の各種調査と同じ並行して行

ってるということがおわかりになられるかと思

います。県や国、それから地質、測量調査な

ど、すべての調査を行いながら、周辺の漁業関

係者から建設同意をいただけましたので、事業

者選定に並行して、来年の夏までをめどに事業
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者が決まればというふうなスケジュールで今急

いでおります。 

 続きまして、２ページ目に入らせていただき

ます。 

 先ほど、事業者の選定というのを来年の夏ま

でぐらいにという目標を御説明しましたが、そ

れの発注方式の比較を書いたものでございま

す。 

 まず、右側が通常の発注形態です。現在も行

っております。仕様発注という名称をつけてお

ります。流れといたしまして、最初に基本計画

や基本設計を行います。これは職員が行った

り、コンサルタントが行ったりしております。

それから、続きまして、この中身を決めます実

施設計、通常、設計書と役所では言っておりま

すが、設計書、それから図面、数量、そういっ

たものを設計書と言っておりますが、それを作

成いたします。これも職員またはコンサルで行

います。続きまして、入札手続に入ってまいり

ますが、この場合、現時点で一番多く採用され

ておりますのが指名競争入札または一般競争入

札です。そこで、価格で事業者が決定してまい

ります。事業者が決定しますと、契約を結びま

す。契約を結んだ後、現地の工事というステッ

プを踏んでまいります。 

 今回の発注は、左側に書いております性能発

注方式をとります。ここで違いが、まず大きな

違いがございます。基本計画・設計を職員やコ

ンサルが行うんですが、この後、実施設計とい

う項目が丸々抜けております。この実施設計を

なぜやらないかというのは、これから説明して

いくんですが、事業者が決まった後、事業者が

この実施設計を行う、左下に書いてあります

が、契約した後に実施設計、工事という欄がご

ざいます。ここが大きく違うというところを御

認識いただければと思います。それから、契約

方法につきましては、今回、総合評価方式によ

る一般競争入札というのを行いたいと考えてお

ります。これは、事業者からの提案を有識者に

よる総合評価にて点数づけによって最優秀選手

を決めると、最優秀業者を決めるというふうな

手続です。内容は、価格面と非価格面などを割

合を設定いたしまして、この合計点数で建設事

業者を決めていくというふうな手続です。決ま

りました後、業者は、この実施設計を自分たち

で行いまして、形や機能、それから動線、そう

いったものを決めてまいります。そして、現地

に工事として入ってまいります。今回もう一つ

ですが、この総合評価方式の一般競争入札を行

う際に、真ん中に書いてあります、ＰＦＩ法に

準じてＤＢＯ方式を選択して、八代市の事業方

式としてＤＢＯ方式を選択すると。その際に、

この総合評価方式にアドバイスをするアドバイ

ザリー業務というコンサルタントを決めます。

総合評価の会議の回数が６回から８回と書いて

おりますが、その６回から８回へ、資料をつく

ったり、それから法律的なアドバイス、それか

ら財務的なアドバイス、それから建設的なアド

バイス、環境面のアドバイス、いろんなアドバ

イザーをこのコンサルタントを抱えることにな

ります。抱えた人たちがアドバイスを担当ごと

にしていくというふうになります。この総合評

価で決める際に、有識者の、大学の先生方が中

心になるんですが、その方々へいろんな御意見

やアドバイスをできる立場にいるというふうに

考えていただいて結構です。 

 それでは、その詳細に入る前に、次の３ペー

ジをお開きいただきたいと思います。 

 今、契約方式の種類について、総合評価方式

について触れましたが、ここには現在、八代市

で行われております４つの指名競争入札から企

画競争型随意契約方式までの４つの方式の違い

を書いております。ここで、八代市が行いま

す、今後とっていこうとしてる手続について、

左３つですね、指名競争入札、一般競争入札、

それから一般競争入札の総合評価落札方式、こ
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の３つの中でこの環境センターの建設事業者を

決める方式を検討してまいりました。契約検査

課の皆さんとも一緒に庁内プロジェクトで検討

してきたんですが、この３つ目に書いてありま

す一般競争入札の総合評価落札方式で環境セン

ターの建設事業者を決めていこうというふうに

考えております。 

 それから、一番右側のプロポーザル方式です

が、これは今回、先ほど御説明しましたアドバ

イザリー、総合評価委員会の委員の皆さんにア

ドバイスをする、それから八代市に助言をす

る、そういったアドバイスをするアドバイザリ

ー業務を発注するんですが、そこの入札形式は

プロポーザル方式をとりたいと考えておりま

す。 

 ここに、次に決定方法なんですが、指名競争

入札は価格面です。価格面のみです。それか

ら、一般競争入札も価格面のみの決定方法で

す。それから、一般競争入札の総合評価落札方

式は価格プラス非価格要素を加えたものです。

ここをちょっと読ませていただきます。総合評

価落札方式ですが、一般競争による契約に関す

る公告を行いまして、競争に参加した者のう

ち、入札価格に加え、性能、機能及び提案を総

合的に評価し、発注者にとって最も有利な者を

落札者とする契約方式でございます。ここで、

価格だけで決めませんので、点数化して、その

第１位の業者さんと契約を行うという形をとっ

てまいります。それから、一番右側のプロポー

ザル方式は、今度は全く違いまして、コンサル

タントを決める際に、非価格、全く価格要素を

反映させない。内容をちょっと読ませていただ

きます。企画の公募をし、競争に参加した者の

うち、企画内容が最もすぐれた提案を行った者

を契約の相手方として特定し、随意契約を行う

契約方式であると。今回は、今度は価格は全く

考慮せずに、点数、提案に対しまして委員の皆

さんが点数をつけまして、そこの最優秀者と随

意契約を行うというふうな決め方でございま

す。これは、とりもなおさず、なぜこういうふ

うな複雑な手続をとっていく方法を環境省が推

奨してきたかと申しますと、もう御存じのとお

り、先ほどの２ページにちょっと戻っていただ

きたいと思うんですが、この中で、先ほど、仕

様発注の流れの中に、基本計画・設計の後に実

施設計という項目がございました。このとき

に、環境センターほどの大きさの、規模の大き

い事業になりますと、当然コンサルタントに設

計をこれまでさせてまいりました。この設計を

する際に、あるメーカーの資料を当然使わない

と図面ができません。確実に中身を決めていく

ことになりますので。そうしますと、その図面

を提供したメーカーがほぼ１００％落札してお

ったという現状がございます。ここにどうして

も談合が生まれてしまってたということで、左

側の性能発注のラインに、この実施設計という

のがスタート時点で消えてしまったというとこ

ろです。ですから、落札業者を決める際に役所

が設計書を持ちませんので、設計内容を持ちま

せんので、役所からは何をするかといいます

と、実施方針と要求水準書という２つの項目を

メーカーに伝えます。それに対してメーカーは

提案してくることになります。それを総合評価

委員会で判定していただきまして、最優秀業者

を決めるというふうな流れになってまいりま

す。 

 それでは最後に、今までの流れを整理した表

をつけております。 

 ４ページです。 

 まず、左上の処理方式の決定でございます

が、これは御存じのとおり、処理システム検討

委員会の中で提言がございました全処理方式の

中から、八代市にふさわしい処理方式を、焼却

方式がストーカ式、ガス化溶融方式ではシャフ

ト式か流動床式、２方式３機種を提言していた

だいております。これから建設事業者を決めて
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いくまでに、この２方式３機種のままで事業提

案をしていただきたいと考えております。 

 それから、先ほど言いましたＤＢＯという言

葉が出てまいりましたが、事業手法の決定をし

ております。決定までの経緯ですが、比較対照

事業手法が公設公営方式、それから公設民営方

式、それから民設民営方式、この３手法で検討

してまいりまして、八代市にとって一番有利な

手法は何かということで議論を重ねてまいりま

して、右側に書いております公設民営方式のＤ

ＢＯ方式というのを決定いたしました。中身

は、設計、建設、運営まで一つの流れで行って

いただくということで、この運営も２０年間、

長期にわたって契約を行うというふうになりま

す。ただし、この段階で設計と建設と運営は事

業者が行うんですが、資金につきましては公、

つまり八代市が用意すると。その際の資金源は

交付金でありましたり、合併特例債でありまし

たり、それから一般財源でありましたり、そう

いったものを八代市が用意するということがあ

ります。その言葉の流れから、公設民営という

ような言葉になってるかと思います。 

 それから、先ほど言いましたアドバイザリー

業務委託の位置的なものです。役割といいます

か、そういったものを書いております。この中

で、一番右側にアドバイザリー業務委託とはと

いうことで説明を加えております。真ん中の一

番右側です。アドバイザリー業務委託、総合評

価を行うに当たり、本市の意向を踏まえ、それ

に対する助言及び企画・立案を市へ提供する。

また、ＰＦＩ法の手続に伴う各種情報収集及び

資料作成支援や総合評価委員会（事業者選定委

員会）の会議資料の作成支援を行う。さらに契

約締結に伴う各種書類作成支援を行う。これが

主な業務内容でございます。ですので、この人

たちが、アドバイザリーを行うコンサルタント

会社が総合評価委員会に関係してるということ

ではございませんで、この総合評価委員会を支

える、アドバイスをするコンサルタントである

というふうに御認識いただければと思います。 

 それから、一番下に建設事業者を決めていき

ます流れを書いております。まず、先ほど申し

上げました実施方針を八代市が出します。こう

いうものを建てる、こういうふうに建ててくだ

さい、こういうふうに公害防止協定は守ってく

ださい、それから焼却灰の処理につきましては

このような会社を探してきてください、処理方

式を検討してください、そういった細かいとこ

ろを言葉で条件をつけてまいります。それを実

施方針の公表を行います。公表しますと、今度

は特定事業の選定から事業者募集、ここが俗に

言うメーカーさんに手を挙げさせていただく入

り口になります。この事業者募集を行いますこ

とで、これはホームページ等で行いますので、

これを見て、八代市の事業に参加したいという

方がいらっしゃれば、この業者さんたちが事業

者に手を挙げてこられます。それから事業者提

案が、今度は手を挙げられた業者さんが提案書

をつくってまいられます。この提案書を次に書

いてあります。先ほど言いました事業者選定委

員会、俗に言う総合評価委員会なんですが、こ

の委員の皆さんの前でプレゼンしていただくな

り、書類を見ていただくなりして評価をしてい

ただきます。その評価で最優秀事業者が決まる

というふうな流れになってまいります。そこと

八代市は契約をするというふうな形になってま

いります。現時点では、まだ正式には決定して

おりませんけども、外部有識者を１０名程度予

定しております。 

 時期的なものはこれから検討してまいります

が、先ほども申し上げましたが、建設事業者が

決まりますのが、来年の夏までには何とか決め

たいと思います。その後の建設期間が十分とる

ためにも、来年の夏までに決めないと、２７、

２８年度の建設事業が少しおくれることになる

のかなというふうにも懸念しております。 



 

－6－ 

 以上ですが、簡単でございましたが、説明を

終わらせていただきます。 

○委員長（田方芳信君） 済みません。ちょっ

と小会いたしますので、ちょっとお願いいたし

ます。 

（午前１０時２５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２６分 本会） 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 委員

長。 

○委員長（田方芳信君） はい、小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 先ほ

どの説明の中で、１カ所間違っておりました。

訂正をお願いいたします。 

 私、総合評価方式で、価格面と非価格面で点

数化して最優秀事業者を随意契約すると申し上

げましたが、これは間違いでありまして、一般

競争入札方式ですので、これは契約となりま

す。随意契約ではございませんで、一般競争入

札による契約となりますので、ちょっと随意契

約という言葉はプロポーザル方式のみを使いま

すので、そこをちょっと訂正させていただきま

す。申しわけございません。 

○委員長（田方芳信君） じゃ、本件につい

て、何か質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（田中 安君） 済みません。 

○委員長（田方芳信君） 田中委員。 

○委員（田中 安君） 一番最初のね、用地取

得協議ということの中で、説明があったとだけ

ど、基本的には国有地の部分については、竣工

手続も終わってないという中で、口だけの話し

合いを事前協議としてやってるということなん

だけど、実際問題として、この竣工手続という

のは、めどはあっとですか。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） はい、小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。ちょっと、今ちょっと手元に詳しい協議事

項を持ってきてないんですが、おっしゃるとお

り、非常に不安定です。 

 といいますのが、これは例えば、環境アセス

メントが終わることが確実ですかとか、それか

ら港湾計画の変更が確実に行われますか、すべ

てが仮定で進めております。したがいまして、

港湾の変更の手続が終わらない限り、委員が今

おっしゃったとおり、未竣工地を竣工地にでき

ないんだそうです。ですので、一筆いただけま

せんかと私お願いしたことがございまして、し

かし、書けないとおっしゃるんですね。向こう

も口約束はできない。しかし、一つ一つの手続

を踏んでさえくれば、土地はちゃんと売ってあ

げるよとおっしゃるんですけども、確かに現時

点で確約されたものは一つもございません。

（｢そうやろうね」と呼ぶ者あり）が現状で

す。 

○委員長（田方芳信君） よろしいですか。 

○委員（田中 安君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 田中委員。 

○委員（田中 安君） 言われたとおりなんで

ですね。こういうふうな不確実なことを見込み

発車してきているわけなんだけど、実際問題と

すれば、もっと確定的な場所に計画は始めぬと

いかぬだったんじゃないかなというふうな反省

を今してるとこなんですが、そっでよかつです

かねと思うて。もうやり直しはきかぬとでしょ

う。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。もうおっしゃるとおりです。私たちにも時

間もございませんし、これから場所を探すとい

う心の余裕もございませんので、ましてや今の

中北の現状を考えますと、この土地でいかせて
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いただくしか、もう今の八代市にとってはない

と考えております。（委員田中安君「はい」と

呼ぶ） 

○委員長（田方芳信君） よろしいですか。 

○委員（田中 安君） はい、いいです。ま

あ、だから、頑張ってください。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（中村和美君） いいですか。 

○委員長（田方芳信君） はい、中村委員。 

○委員（中村和美君） はい。関連ですが、不

確定じゃなくて困るけんか、市長みずから、東

京行ったとき、何度でもな、連れていって、国

交省か、それと県と、頭下げることだと思う

よ。 

 いろいろあったときに、新幹線のね、川内と、

今、熊本のあそこに新幹線車両基地がでけとっ

ばってん、そんころの市長さんは何さっさんだ

ったけん、もうえらい川内と、あそこは何か、

熊本の、あの町長さんたちは毎日んごと、国交

省だったかな、鉄道運輸機構か、通いよった。

だけん、あそこ決まったと、そういう話を我々、

新幹線建設計画等調査特別委員会で肥 おれん

じ鉄道と新幹線の勉強会を特別委員会室でつく

ったときに、川内の議長かな、言ったとは、私

たちは毎日んごて行きよりましたて。八代なん

て、そがんとしてなかったもん。だから、誠意

が伝わらずに、富合と、大体八代が真ん中だか

ら、大体あそこ、八代につくるのが当たり前の

こっだったっだろうけど、そういう熱意でな、

でけましたて本人たちはおっしゃっとったっだ

けんか。 

 もうこれはもう、今田中委員おっしゃったけ

ど、ほかに今からするちゅう、もうがたんき

て、もう三十四、五年もたって、もう危ないの

がわかっとるけん、ここ一本、もう絞っていき

なっせ。そして、市長は行ったときは、もう行

くたんびに、この関係部署には頭下げるように

引っ張って行くようにお願いしておきます。 

○委員長（田方芳信君） はい。ほかありませ

んか。 

○委員（増田一喜君） はい。 

○委員長（田方芳信君） はい、増田委員。 

○委員（増田一喜君） 事業者選定委員会で、

これは外部の有識者等１０名ちゅうが、これは

だれが有識者委員会のメンバーか、これは公表

されるんですか。一番、私が心配するのは、こ

の方式の中でですね、ずっと流れの説明があっ

たけども、ここで一番大事かなというようなと

ころは、談合ですね。談合のところが。だけ

ん、総合評価方式のやつと、それからプロポー

ザルの方式は、もう可能性を排除できるという

ふうになっとるけども、この流れからいくと、

結局、実施計画ですか、実施設計かな、これか

ら談合の可能性が非常に出てくるというとき、

だけん、それを阻止するために、ここを抜い

て、総合評価方式で相手を決めていくというけ

れども、そのときに、今度は逆にですね、業者

さんとの接点はないのかもしれぬけれども、評

価委員の人たちとの接点が出てくるとまずいの

かなというとがちょっと。そのあたりは、そう

いう談合が入る余地がないような、やっぱり備

えちゅうのはあるんですかね。 

○環境部長（福田 晃君） いいですか。は

い。 

○委員長（田方芳信君） 福田部長。 

○環境部長（福田 晃君） はい。今御懸念の

点はもっともだと思います。どうしても総合評

価によりますと、委員の氏名は公表いたします

のでですね、業者さんが評価委員さんのところ

に行かれる可能性は十分あります。 

 ただ、私どものほうもそこを予防として考え

ておりますのは、そういうのは選定委員さんの

ほうでですね、こういう業者が来ましたとはっ

きり言ってもらえば、その業者はその時点でも

うオミットしますので、そこは言っておりま
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す。そこは当然考えております。 

 ただ、委員の先生方すべてちゅうかですね、

ある程度、やっぱり学校の先生方が、専門の方

が入りますので、もしその業者さんがですね、

自分たちの単純に今度のこの事業のことじゃな

くて、会社の方針として、こういうところを勉

強、産学とか共同で研究されてる部分、その部

分はもうしょうがないと思うんですけれども、

これに関します、入札に関しますことでです

ね、ちょっと便宜を図っていただきとか、そう

いうのがあった場合、当然私どものほうは、当

然それはもう業者さんはだめですちゅうこと

で、わかった時点で、その業者さんはもう入札

対象から外すとか、当然、損害賠償とか、そう

いうのが出てきますので、そこはないようにと

一応考えております。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 事業者さんが、その選

定委員さんたちに接触してくるちゅうこともあ

るでしょうけど、それ以外の、業者さん以外の

人間も接触するちゅう可能性が十分あるかなと

思うけど、そこらあたりも、この選定委員さん

のほうには十分お願いして、そういう接触を避

けていただくと、終わるまでですね。そういう

ところも依頼しといてもらいたいなという気は

あります。（環境部長福田晃君｢はい、わかり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（田方芳信君） ほか。 

 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 確認ですが、今回につ

いては公設民営の方式でやるということです

ね。で、事業手法と処理方式は、そのまま、結

局、事業者が選定されるまで、２方式――（｢３

機種」と呼ぶ者あり）３機種ですね、は、その

ままずっと生きとるということですか。非常

に、何ていいますか、ＤＢＯ方式で、こういう

いろんな方式、燃焼式でやるということは、担

当部署も厳しいんじゃないかなという、その辺

についてはどうですか。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 確か

に、私たちも心配がないわけではございませ

ん。ただ、ほかの自治体も見てみますと、それ

から国の方針の中にですね、こう書いてあった

んですね。逆に、私たちは１機種に絞ったほう

がやりやすいと、決めやすいというふうに思っ

てたんですが、ある文献の中に、国が出した文

献の中にこう書いてあって、要するに、談合防

止するためにも門戸を広げなさいと、機種も。

機種も門戸を広げて、複数機で行いなさいとい

うフレーズがあったぐらい、この絞らない方法

のほうが現実的だよというような表現がござい

ました。 

 ただ、御心配される点数のつけ方、それから

事業者の提案の仕方、それから焼却灰や溶融ス

ラグのさばけ方、各社全部考え方が違います。

ですので、私たちが最終処分場を持っておりま

せんので、その評価を一律にするという今回の

難しさはあろうかと思います。しかし、どうに

か、その評価基準をつくりまして、この２方式

３機種のメーカーができるだけたくさん手を挙

げていただけるような方策はとりたいと考えて

おります。 

○委員長（田方芳信君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 結局、ＤＢＯでやれば

バリュー・フォー・マネー、これはやっぱりき

っちり、それぞれの方式でも出していかぬとい

かぬということで、これについてはこの役所内

でできますか。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は
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い。これにつきましても、ここに手元に持って

るんですが、これが庁内プロジェクトで検討し

た議事録です。それから、基本設計を行いまし

た復建調査という会社があるんですが、そこも

各メーカーからいろいろ調べまして、希望を聞

いております。 

 要するに、総合評価方式の一番の難しさ、そ

れからＤＢＯ方式の難しさは、長期に、先も見

えないのに、普通は単年度契約するんですね、

維持管理は。それを２０年先まで総額を決め

て、均等払いしていく方法なんですけども、じ

ゃ、だれがそのリスクを責任とってくれるのか

となりますと、お互いがとるしかないんです

ね、八代市か事業者が。そこが今、全国的にＤ

ＢＯ方式が一番多く採用されてる理由の一つと

して、銀行から借りなくても資金は自治体が用

意するもんですから、建てて、維持管理費まで

役所が財源を用意すると、それの長期安定した

稼働が可能であるというのが大前提であるもん

ですから、リスクをどこまでお互い、大体フィ

フティー・フィフティーだろうと思うんですけ

ども、何があったときはこうする、何があった

ときはどっちが責任とる、そういうふうなこと

をリスク分担をずうっと細かく決めていくもん

ですから、今回のこのアドバイザリーの中に弁

護士が入るんですね。弁護士と公認会計士、そ

れから財務関係、そういった人たちがチームを

つくって八代市にアドバイスをしてくれます。 

 そういった意味で、お互いが損をしないよう

に、損をしたときはだれが責任とるかというの

を決めていく、その契約書といいますか、決め

事を決めまして、この長期契約というのに臨ん

でいくらしいんです。 

 ですから、ＤＢＯ方式を決めましたときに、

比較対照物は公設公営とＰＦＩ事業とＤＢＯ方

式の公設民営ですね、この３つで、今おっしゃ

いましたバリュー・フォー・マネーを比較検討

して、数値を出しております。 

○委員長（田方芳信君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） ある程度、選定が出て

るんですか。（環境センター建設課長小橋孝男

君「はい。じゃ、ちょっと細かいところです

が、南係長のほうから御説明させていただきた

いと思います」と呼ぶ） 

○委員長（田方芳信君） はい、南係長。 

○環境センター建設課副主幹兼環境センター建

設係長（南 浩一君） バリュー・フォー・マ

ネー、ＶＦＭなんですが、まず算定根拠といた

しましては、まず、今回の八代市の事業に興味

がある方の民間事業者から意向調査ということ

をやりまして、その中で出てまいりました金額

を押しなべて出した、金額を出してからバリュ

ー・フォー・マネーを計算しておりますが、実

際にその中で公設公営との比較しましてＶＦ

Ｍ、公設民営、ＤＢＯの場合が約６％、それと

ＰＦＩ手法でございますと約４％という、試算

でございますが、今の段階ではそういった数字

が出ております。 

 ですので、メリットが大きいＤＢＯ方式を選

択をしたというような結果でございます。 

 以上、お答えとします。 

○委員長（田方芳信君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 大体わかりました。ま

た、ある程度そういう決定の段階では、中間の

報告というのもぜひお願いしたいと思います。 

 それと、先ほど、最終処分場の件ですが、非

常にですね、八代市の場合、立場が弱いと思う

んですね。やはり、いろんな、例えば処理業者

とのいろんな契約においても、持ってるところ

と持ってないところ、処理委託についても非常

に弱い立場にあると。やっぱそこをどうクリア

されるか。ある委員の人も、１年契約というよ

うな状況なんでしょう。それが結局、何といい

ますか、足元を見られてしまうんじゃないかと

いう、そういう懸念が今あるというようなこと

もお聞きしてますし、その辺について行政とし
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ては、その点はどうとらえておられますか。 

○環境部長（福田 晃君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 福田部長。 

○環境部長（福田 晃君） はい。最終処分

場、大変頭の痛いところでございますけども、

議会の答弁の中でちょっと私もお答えしており

ますけども、最終的には必要だと考えておりま

す。自分自身でですね。 

 ただ、どちらにしても、今度、この新しい環

境センターが稼働してからでないと、次の段階

へ入れないと思うんですね。焼却方式にいたし

ましても、溶融方式にしましても、出てくる最

後の部分は、どうしても自分たちのところで処

理せないかぬとはわかってますけども、実際そ

れを最終処分場つくる段階で、市民の方々に、

こういう灰ですよ、こういう溶融スラグですよ

ということを実際見てもらいたいと思うんです

ね。でないと、最終処分場の場合はどうしても

反対運動、もう大体普通どこでも起こりやすい

ものですから、それを見ていただいた後にです

ね、当然私たちも最終処分場のほうに、事業に

かかりたいと思ってはおります。 

 その関係でですね、ただいま小橋が説明しま

した中にもありましたけども、灰の処分先を１

０年とか何とかとありましたけども、その関係

で１０年とか、そういう形で、事業者選定の中

でですね、条件の中に入れようかなという形で

考えております。１０年ぐらいはかかるかなと

思っております、最終処分場の選定とか建設に

つきましては。 

 以上でございます。 

○委員長（田方芳信君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） この方式でやるとき

の、運営の中で、その最終処分の灰の処理費も

入るわけですか。それは外すわけですか。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） これ

はもう自治体の考え方です。我々は当然、例え

ば、焼却灰をセメントの原料で引き取ってる会

社が長期に、八代市さんの灰はじゃ５年は大丈

夫です、１０年は引き取りましょうと一筆書い

ていただければ、もう安心してその間に最終処

分場の候補地を探すんですけども、今現状の情

報では非常に厳しいです。２年ないし５年とい

うのがもう精いっぱいって言います。それだけ

将来が見えないということですので、今３カ

所、大分と福岡と山口にあるんですが、エコセ

メントとかつくってるんですけども、引き取り

約束といいますか、それをしていただけないの

が現状です。 

 会社といたしましても、これからセメントを

使う公共工事が激減してるのも事実です。です

ので、全体の割合からいきますと、まだ焼却灰

を原料としてるセメントの量ちゅうのは少ない

らしいんですけども、今後それを拡張していく

のかどうかがまだ会社として方針を出されてな

いみたいです。 

 しかし、私たちは、まずは今部長から説明が

ありました最終処分場ができるまでは、資源化

するしか方法がございません。資源化をする

と、焼却灰にしましても、溶融スラグにしまし

ても、どちらのメーカーが落札されても資源化

をするということが基本方針をつくりましたと

きの４本柱の第１位に挙げてるぐらい、この資

源化というのを目指しております。 

 一生できればいいんですけども、そういうわ

けにもいきませんので、まずは１０年、何とか

資源化の方向で排出できればというふうに思っ

ております。 

○委員（橋本幸一君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） ということは、運営費

の中には最終処分、灰の処理費は除くて理解し

ていいんですか。 



 

－11－ 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） ２通

り、やっぱり各自治体とっております。本来は

自治体が交渉すべき内容です、これは。業者さ

んに、例えば、リサイクルできるとか資源化で

きる会社を探してこいていうのは、それは本来

の姿ではないんですね。建設と現場の維持管理

が本当の仕事ですので、その出先である処分先

まで探してこいというのは、本来はいけませ

ん。本来、八代市が最終処分場をこの管内に持

っておかなければいけませんので、それを県外

の最終処分場を探してこいというのは、大体言

うことすらできないことですので、よその県の

皆さんは、皆さん怒られるわけですから、それ

は大体は自治体の仕事なんですけども、現状、

リサイクルできますのが太平洋セメントか三菱

マテリアルさんか宇部興産か、その点、限られ

てますので、そこと八代市がまずそこの市長さ

んに言って、御説明をして、まずこの会社に受

け入れていただきたいと思うんですけどという

交渉からこの仕事は始まります。それが成立し

た後に、（環境部長福田晃君「これば言わすと

ばい、これば言わすとばい」と呼ぶ）はい。で

すので、費用が２０年間のＤＢＯの運営の中に

入ってくるかといいますと、これからアドバイ

ザリーのコンサルさんたちと協議していくんで

すけども、入れるか入れないかをですね、考え

たい。 

 しかし、基本的には、希望的観測ですけど

も、入れたいと考えております。１０年分の委

託料を。そしてそれを、条件をのんでいただけ

る事業者に手を挙げていただければというふう

に考えております。 

○委員長（田方芳信君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） じゃもう、今んとこは

まだ未定という理解していいんですね。（環境

センター建設課長小橋孝男君「はい」と呼ぶ）

はい。途中の経過報告をまたお願いいたしま

す。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。当初予算の中

で、アドバイザリー業務委託という部分につい

ても若干、時間の許す中でお聞きをしたことが

あって、予算については可決をしたということ

で、なんですが、初めて、今橋本委員さんが質

問されたところにおいて、弁護士さんとか税理

士さんのチームをつくってというようなお話が

出てまいりましたが、アドバイザリー業務委託

っていうのはどこと契約をするおつもりなんで

しょうか。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。ちょっと、ある文書を読ませていただきま

す。実はこれが、環境省が出してる入札の手

引、廃棄物処理施設関係の入札契約の手引とい

うのがございます。この中に、最初に申し上げ

ました談合を防ぐ、それから公平公正な契約を

するという大前提の中に、このアドバイザリー

業務という、コンサルタントの選定という項目

がございます。この中にこう書いてございま

す。まずＰＦＩ事業を実施するには、前例の少

ない煩雑な手続を踏む必要があり、金融、法

務、廃棄物処理技術等の専門家からの多面的な

アドバイスの提供を受け、実施する必要があり

ますと。そのため、実力のあるアドバイザリー

コンサルタントを選定することがＰＦＩ事業成

功へのかぎとなるが、選定に当たりましては、

ＰＦＩアドバイザリーの実績のみには余りこだ

わらず、廃棄物処理施設の計画、建設事業につ

いての十分な知識と経験を有するコンサルタン
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トを選定する必要がある。選定に際しては、プ

ロポーザル方式を採用し、また、既にＰＦＩ事

業を導入した市町村等にも照会しながら、慎重

に選定、契約をすることが望ましいという、こ

ういうふうな実績を持ったコンサルタントさん

が今回プロポーザル方式による入札に事業提案

をされてこられると考えております。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。行政としては、

そのアドバイザリー業務委託という委託先をど

ういう形で選定、選定といいますか、募集され

るんですか。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） プロ

ポーザル方式の中で、約３回の選定委員会を開

くんですけども、そこで、要するに資格です

ね、それから実績、そういったものを公告いた

します。ホームページにて公告をいたします。

それに実績のある皆さんが、先ほど言いまし

た、廃棄物行政に詳しかったり、建設事業に詳

しかったり、それからＰＦＩのアドバイザリー

の経験があったり、そういった方々が手を挙げ

られる。俗に、日本で５本の指に入る大手のコ

ンサルタントさんしか今のところ実績がない模

様です。大体、ここ数年、相当数はふえてまい

りましたけども、熊本市の場合も大体４社から

５社しか手を挙げなかったというふうに聞いて

おります。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 何かぼやっとしたとこ

ろでわかりづらかっですけど、アドバイザリー

さんが偏ったというような指導っていいます

か、助言というような形はできないだろうとい

うふうに思うとですけど、そのあたりの中立性

というのはどういった確認をされるんですか

ね。 

○委員長（田方芳信君） 南係長。 

○環境センター建設課副主幹兼環境センター建

設係長（南 浩一君） まず、アドバイザリー

の選定において、また、あと今後行います事業

者選定におきましては、まず今考えてますの

が、事例でございますけども、資本提携、そう

いったものがない会社が応募しなさいというよ

うな形になってますので、協力会社じゃないと

ころがまず今回の八代市の本当の事業者の中で

は手を挙げてくるだろうと。それで、アドバイ

ザリーが、中立性ということでございますん

で、あとはもう一つ、──そういった形で、ま

あ今後、関係がない事業者さんがということの

条件づけをしたいと思っております。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。簡潔に、済みま

せん。アドバイザリーは、だれがだれに指導さ

れるんですかね。指導ちゅうか、助言ていう

の。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。アドバイスの内容ですが、相手先ですが、

八代市と、それからこの事業者選定委員会にお

ける会議の資料作成を行いますので、まず八代

市には、この実施方針のお手伝いをしていただ

きます。八代市が何をやりたいか、どういうも

のを建てたいか、どういう運営をしたいか、ど

ういうリスクをしょうのか、そういったことの

アドバイス、それから決定ですね、そういった

ことを協議してまいります。 

 それから、この委員会におきましては、委員

会の最後に提案に対する評価というのがありま

す。この評価基準を、要するに点数づけのため

の評価基準を決めることも、このアドバイスの

業務内容に入ってまいります。各会議ごとの資

料も作成してまいります。 
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 ですので、お金の面、運営の面、それから建

設の面、それからリスク分担の面、そういった

ものを、そういうチームをつくってこられてる

というふうにほかの自治体では聞いておりま

す。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 何か、聞くだけ、何か

だんだんわからぬごっなってきよっとですけ

ど、アドバイザリー業務委託の、この資料の枠

の中にですね、本市の意向を踏まえという部分

がありますが、この意向というのは何を示すん

ですか。 

○委員長（田方芳信君） 豊田主査。 

○環境センター建設課主査（豊田浩市郎君） 

はい。アドバイザリー業務委託、お尋ねの件で

すけど、大倉委員言われた、だれにアドバイス

するのかと言われるのは、アドバイザリー業務

委託の受注先というのは市にアドバイス、あく

まで公共側のアドバイザーということで認識し

ていただいていいと思います。 

 この中で、具体的に市の意向を業者さんが、

今から実施方針、要求水準書をつくっていく中

で反映していくんですけど、市の方針ていうの

は、選定委員会で掲げておりました４つの基本

方針が大きな柱、これを実際に実施方針、要求

水準書の中に反映させていくと。あくまで事業

者選定は公平公正で、その方針を踏まえて事業

者選定においては公平公正な選定が行えるよう

に、アドバイザリーの受託者についてアドバイ

スをしていただいて、そういう支援を受けるも

のであります。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。市にアドバイス

をするということですが、私は逆に、市は方針

を持っとかなければいけぬとじゃないかなとい

うふうに思ってるとですよね。 

 ちょっと、そのアドバイスという部分がどの

程度の内容なのかというのがちょっとわかりに

くいところがありますので、この後、随時、ち

ょっと担当課のほうにはお聞きをしていきたい

と思いますが、一番懸念されるのがですね、処

理方式を外部委員さんに選定をしていただいた

と。ここでは、恐らく行政のほうは処理方式の

提言は１つに絞ってくるんじゃないかという想

定があったと思うとですよ。で、今回の総合評

価型一般競争入札で評価をされていく中でです

よ、方式が絞りきれることがあるのかというの

が１つひっかかっとですけど、ああ、こっち

も、こっちもよかねというような状況になった

場合、どういうふうに進められるんですかね。

そこの部分は検討されてますか。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。処理方式を決めます処理システム検討委員

会のときは、確かにこの２方式３機種がほぼ同

点でした。これは出口の問題で、先ほどから申

し上げてます焼却灰や溶融スラグの維持管理費

や、それから処理方法、処理先について、非常

に両方ともメリットもデメリットもあるという

ことから、２方式３機種というのがほぼ同点に

並んでしまいました。 

 今後は、この業者を決めるときに、そういう

ふうな決めかねるんじゃないかというような御

心配なんですが、この総合評価の場合は、提案

に対する評価で、価格面と非価格面とで、１人

持ち点を決めて、委員さんに１人１００点なら

１００点を持っていただきまして、合計点数で

第１位を、価格面も入った合計点数で第１位を

決めますので、それと２０年分の維持管理費ま

で含めて契約を行いますので、第１位が１つに

もう絞られてくるというふうに考えておりま

す。 
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○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。その中に、現在

市民が行っている分別、この取り組みはどうい

うふうな評価をされる方針でしょうか。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 基本

的には、昨年の一般質問でもお答えしましたと

おり、２１分別のままで、このまま分別数につ

きましては市民の方に協力をいただきたいと考

えております。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。なかなかです

ね、うまく私自身つかめとらぬとですけども、

やっぱりこういう施設を決定していくという部

分では、やっぱ行政のほうの主導というのがで

すね、必要になってくるんだろうというふうに

私は思ってます。 

 だけん、そういう点からも、やっぱり知識を

やっぱりたくさん習得していただいて、逆にア

ドバイザーを指導するぐらいのですね、勉強を

して、選定には臨んでいただきたいなあという

ふうに思っとりますので、よろしくお願いしと

きます。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（田方芳信君） はい、堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。なければ、２つ

ほどお聞きをしたいと思います。 

 今説明である程度理解をさせていただいたと

ころなんですが、今回については、業者を選定

する部分についての総合評価落札方式というの

が１つと、それと、アドバイザリーを選択する

というふうなプロポーザル方式を選びますよと

いう、この２つの今御説明だったんだろうと。 

 アドバイザリーの選択についてということ、

１つお伺いなんですが、このアドバイザリーを

提案型ということでおっしゃったんですが、ど

ういう形でそれを選ばれるのか、だれがアドバ

イザリーを選ばれるのか。先ほど、全国には

四、五社あるというようなお話だったんです

が、じゃ、その四、五社が提案をされた分をだ

れが判断をして、そこを選ぶのかというのはど

うなってるんですか。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 委員

さんにつきましては、本庁の全部の次長さん、

次長級の方を９名、各部から１名ずつ出してい

ただきまして、委員になっていただきまして、

プロポーザル方式の事業提案に対しまして評価

をしていただくと。持ち点につきましてはこれ

から決めてまいりますが、評価基準をこれから

審議していただきまして、大体３回の会議を経

て、３回目にその事業提案を行っていただい

て、評価基準をもとに評価していただくと。そ

して、最適業者を１社決めるというふうに考え

ております。 

 この場合、価格面は予算が３８００万円です

ので、この価格がそのまま表示されることにな

ります。そこと、最後に最適者の業者さんと随

意契約というふうになってまいります。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。本庁の次長９名

でそのアドバイザリーを選ぶっていうことなん

ですが、この方たちは、このアドバイザリーに

対してですね、専門家なのかどうかっという、

非常に、申しわけないんですけども、選ぶのに

ですね、適任者なのかどうか。先ほど言いまし

たように、弁護士であったりとか税理士であっ

たりとかっていう方々が、そのアドバイザリー
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になって御提案をされるわけですよね。そのと

きに、次長の方々がそれだけやっぱ勉強され

て、本当にこのアドバイザリーがいいんだとい

うことをですね、それぞれがやっぱ、９人の方

々が勉強していらっしゃらないといけないと思

うんですが、その辺はどういうふうに御認識を

されてますか。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。もうおっしゃるとおり、次長さんたちも御

不安がありました。しかし、中身はそちらの方

面ではございませんで、我々の最終目標は、環

境センターの建設事業者を決めるのが最終目標

です。で、この方々が何を、コンサルタントが

提案をされるかといいますと、ある一定の実績

と、ある一定の技術士の数ですね、そういった

数、それから法律に関してはこういう弁護士事

務所に頼みますとかて、そういうチームで来ら

れます。じゃ、何を提案されるかといいます

と、総合評価委員会の会議の運営はこうしま

す、それから、工事はこういう短期間の、工期

を縮めることができますよとか、それからいろ

んな各種情報を持ってこられます。要するに、

建設事業者を最終的に決めるための、私たちは

こういうコンサルティングができますという説

明が主だそうです。 

 ですから、法律の話であるとか、そういった

ことではございませんで、その会社が、私たち

が最終的に建設事業者を決めるためにどういう

ふうにしたらスムーズに決まるか、どういうリ

スク分担が考えられるか、そういったのを想定

していろんな資料をつくってまいります。です

から、あくまでもコンサルタントの業務内容と

いいますよりも、この建設事業者を決めるため

のアドバイスをするやり方をプレゼンされると

いうようなことを９人の次長さんに評価してい

ただくと。 

 ですから、会社の考え方、それから会議の進

め方、そういったものを主に評価していくこと

になろうかと考えております。それから、地元

企業をどういうふうにしたら建設工事に携わら

せることができるか、それからＤＢＯ方式の管

理エリアはどこまでなのか、単独でつくる建物

はあるのか、いろんなことが今後考えられま

す。そういったことに対してのいろんな、もう

それこそ多方面からのアドバイスをしていただ

くことになりますので、それの考え方を、会社

としての考え方を９人の次長さんに評価してい

ただくということになろうかと思います。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。心配するのはで

すね、提案されたことを理解していない方がい

らっしゃったら、非常に心配するわけなんです

ね。それについては、そちらのほうでですね、

ぜひ勉強会なり何なりをされてですね、対処し

ていただきたいというふうに思っております。 

 それともう一つ、八代市のですね、方針とい

うのは、アドバイザリーに対して、こういう八

代市の方針があります、──先ほど２方式３機

種を決めるときに、それを基本にするというふ

うなお話だったんですが、最終的にはごみをゼ

ロにするというふうな方針もございますよね。

それについてはちゃんと決まったものがあるの

かどうか、で、いつ最終決定をしてアドバイザ

リーと契約に至るのか、その辺の日程的なこと

と市の方針、この２つをちょっとお知らせくだ

さい。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） ま

ず、この実施方針、第１回目の会議ですが、こ

れをことしの９月前後に開ければというふうに
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今進めております。プロポーザル方式で、この

コンサルタント会社を決めますのを６月の初め

のころまでに決めなければ、この第１回目のこ

の総合評価の９月の会議が開けませんので、最

短の目標ではございますが、総合評価委員会を

９月ごろから始めて、来年の夏までぐらいに６

回から８回の会議を経まして、総合評価の点数

が出て、契約相手方が決まっていくというふう

に考えております。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。６月初めにアド

バイザリーを選定をしなければならないという

と、その前の段階で八代市の方針は決まってな

いといけないですよね。それはもう確実に決ま

ってるというようなことでよろしいですか。市

の方針は。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） そう

ではございませんで、この実施方針をアドバイ

ザリーが決まりました後に、６月から９月まで

の間に整理をして固めていくというふうになり

ます。 

 基本的なことは、この前の処理システム検討

委員会の中で、今委員がおっしゃった、要する

に、焼却灰や溶融スラグを資源化していく、で

きるだけ埋めない方式でいくというふうな方針

はもう持ってはおります。ですから、あの４つ

の柱は基本中の基本になるんですけども、それ

以外にも決めなければいけないことがたくさん

ありますので、その実施方針を決めまして、そ

の第１回目のこの実施方針の案というのをつく

ってまいりたいというふうに考えております。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。それじゃです

ね、そこまでの段階の中で、またこういう委員

会のほうでアドバイザリーを決める前の段階、

次長さんが９名で決める前の段階で、また市の

方針はこういうふうにやっていきますよという

ようなことをある程度出して、それからアドバ

イザリーとの部分で詰めをやっていくというふ

うな、こういうことだろうと思うんですが、そ

の八代市の方針をですね、もう一度、建設環境

委員会には御報告される用意はございますか

ね。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。先ほど言いました４つの柱を中心に、ある

程度もうおっしゃるとおり、固めておかない

と、ＤＢＯ方式の管理エリアも決まりませんの

で、例えば、将来用地の公園用地まで全部、Ｄ

ＢＯの管理会社にさせるのかとか、それとも地

元で全部やっていくのかとか、いろんな細かい

ところを詰めなければいけません。それから、

契約金額につきましても、そのエリア次第では

大きく変わってまいります。この建物は八代市

で管理する、この建物はＤＢＯの管理会社に管

理させる、もう全く違ってまいりますので、そ

のあたりも含めまして、早急に庁内で市として

実施方針を決めてまいりたいと考えておりま

す。（委員堀口晃君「はい、わかりました」と

呼ぶ） 

○委員長（田方芳信君） よろしいですか。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で八

代市環境センター建設事業の進捗状況について

を終了します。（｢ありがとうございました」

と呼ぶ者あり） 

                              

・生活環境に関する諸問題の調査（ごみ非常事
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態宣言後の状況について） 

○委員長（田方芳信君） 次に、ごみ非常事態

宣言後の状況について、執行部から発言の申し

出があっておりますので、これを許します。 

○環境部長（福田 晃君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 福田環境部長。 

○環境部長（福田 晃君） はい。続きまし

て、ごみ非常事態宣言後の状況につきまして、

ごみ対策課の山口課長が報告申し上げます。 

 また、八代生活環境事務組合へお願いしてお

りました一般廃棄物の焼却処理委託に関する基

本的な考え方についても、回答が届いておりま

すので、宮川次長が説明申し上げます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○ごみ対策課長（山口 剛君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 山口課長。 

○ごみ対策課長（山口 剛君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り） 

 ごみ対策課でございます。 

 それでは、ごみ非常事態宣言後の状況につい

て御説明をさせていただきます。座って説明さ

せていただきます。 

 資料のほうですけれども、ごみ非常事態宣言

後の状況について、平成２３年度のごみ処理状

況に関する報告、それから八代生活環境事務組

合とのごみ焼却処理委託に関する協議経緯につ

いてでございます。表紙を除きまして５ページ

でございます。 

 それでは、表紙をめくっていただきまして、

１ページから説明をいたします。 

 平成２３年八代市ごみ収集運搬・処理・処分

・資源化一覧でございます。 

 向かって左側のほうから、収集しました廃棄

物の量、それから左のほうに進みますにつれ、

──失礼しました。右のほうに進みますにつれ

て、最終処分をいたしました量を表示をしてお

ります。 

 まず、収集しましたごみの量でございますけ

れども、可燃物が２万８８４２トン、資源物が

５４４７トンでございまして、総計の３万４２

８９トンでございました。 

 可燃物につきまして、焼却対象物が３万６４

６トンとなっております。これは、資源回収し

ました後、中間処理をいたしまして可燃物が発

生しております。１８０４トン発生しておりま

すので、それと収集しました量と合わせまして

３万６４６トンということになりました。 

 続きまして、そのうち清掃センターで焼却し

ました量は２万６９００トン、外部処理委託を

しました量が３８６３トンでございます。それ

と、前年度からの未処理分が１１７トンほどあ

りましたので、あわせて処理をしております。 

 焼却灰等につきましては、センターから焼却

しました分でございまして、４６７１トン発生

をしております。この処分につきましては、場

内で発生しました残渣と合わせまして民間処分

場へ４７３５トン、それから灰固化施設という

ことで地元の業者のほうに資源化を行っていた

だいておりまして、そちらが１３３トンという

結果でございました。 

 また、資源物でございますが、５４４７トン

収集しましたものが可燃物と仕分けをしました

残りが５４０３トン、うち草、樹木等外部処理

委託しました量が６８６トンでございます。最

終的に資源化といたしましたのが２９１２トン

となっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 次のページは、平成２３年度と２２年度、ま

た平成２３年度の３月分につきまして処理の量

の実績を記載をしております。 

 一番上の段の表ですけれども、可燃物でござ

います。収集量が、――一番上の表でございま

すが、対前年度比で３月分で１６トンの増加を

しております。１年間の対比で４５７トン増加

をしております。１人１日当たりの排出量につ
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きましては、対前年度３月比で９.４グラムの

減少、１年間トータルで１１.１グラムの増加

となっております。一般・許可業者等の搬入量

につきましては、３月におきまして前年度比４

トンの増、１年間の合計で３５３トンの減少と

いうふうになっております。１日当たりの排出

量につきましても、３月比０.１トンの増、１

年間で１トンの減少という実績でございまし

た。可燃物全体におきましては、２２年度と２

３年度、３月比で２０トンの増、１年間で１０

４トンの増となっております。 

 次の下の表で資源物でございますが、対３月

比、前年度比で１３トンの増、１年間で７３ト

ン増加となっております。１人１日当たりの排

出量につきましては、３月分で２グラム、１年

間で０.５グラムの減少でございました。ま

た、一般・許可業者等の搬入量につきまして

は、３月前年度比で８トンの増、１年間で１２

トンの減少でございます。１日当たりの排出量

につきましては、３月で０.２トンの増、１年

間で０.１トンの減少でございました。資源物

の搬入量全体につきましては、３月比で２１ト

ンの増、１年間で７１トンの増となっておりま

す。 

 次に、処理実績でございます。 

 可燃物量につきまして、収集いたしました量

と土曜日など直接搬入していただきました量に

ついてでございますが、対２２年度におきまし

て１０４トンの増加でなっております。中間処

理後の可燃物量につきましては１４３トンの

増、合計で２４７トンの増となっております。 

 清掃センターで焼却しました量と外部委託し

ました量でございますが、２３年度２万６９０

０トンを清掃センターで焼却しておりまして、

対前年度比６４３トンの減少となっておりま

す。外部委託をしました量につきましては、平

成２３年度で３８６３トンでございまして、合

わせて３万７６３トンの焼却を行っておりま

す。ピットの残量につきましては、３月末現在

で３８１トンとなっております。 

 焼却炉の運転状況でございますが、１号炉が

３月の実績で１０６６トン、２号炉で８３２ト

ンでございます。合計１８９８トンを焼却して

おります。２３年度の累計でございますが、１

号、２号炉合わせまして２万６９００トンでご

ざいました。運転日数でございますが、３月の

実績でございますが、１号炉が２８日、２号炉

が２２日でございます。累計しまして、１号炉

が３３３日、２号炉が３３４日運転をしており

ます。１日当たりの焼却量につきましては、１

号炉が３月で３８トン、２号炉３８トンで、７

６トンの実績でございました。２３年度の、―

―これは累計としておりますが、平均で８１ト

ンを１号、２号炉で焼却をしております。 

 外部委託しました実績でございますが、３月

で６１１.６５トン、金額にいたしまして２７

５５万４８３３円となっております。２３年度

の累計といたしまして３８６３.２１トン、金

額にいたしまして１億７４０３万７６１６円で

ございます。 

 それから、日曜の資源の日の回収状況でござ

いますけれども、３月で可燃、不燃合わせまし

て７.３２トン、６月から３月の累計といたし

まして７１.９４トンを収集いたしておりま

す。それから、利用者の状況でございますけれ

ども、３月に実施しましたアンケートでは、初

めてが５２名、リピーターということで１５１

名利用されております。合計２０３名でござい

ました。６月から３月につきましては、合計で

１９２９名の方が延べ利用をされております。

１件当たりの持ち込み量での平均でございます

が、可燃、不燃合わせまして３６.１キログラ

ムが３月実績、６月から３月までの平均でござ

いますが、こちらのほうで３７.３トンという

実績でございます。（｢キログラム」と呼ぶ者

あり）失礼しました。３７.３キログラムでご
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ざいます。失礼しました。 

 次をめくっていただくようお願いいたしま

す。 

 グラフを２つ表示しております。 

 上の段でございますが、こちらのほうは非常

事態宣言をいたしました後、１日１人当たりの

家庭ごみの排出量をグラフにしております。非

常事態宣言をします前の平成２２年６月に５１

６グラムございましたものが、平成２４年３月

末で４７８グラムという実績でございます。途

中、上がり下がりがかなりございます。季節変

動、そういうものも考えられるかと思いますけ

ど、実績として、このような状況になってござ

います。 

 それから、下のグラフでございますが、ごみ

袋を有料化いたしました後の１人１日当たりの

排出量の推移をグラフ化しております。平成１

０年にごみ袋を有料化しました後、１１年に急

激に下がっておる状況でございますが、その

後、緩やかに増加、それから非常事態宣言をし

ました昨年度ぐらいには若干下がりの傾向が見

られておりますが、２３年度につきましては、

先ほど報告いたしましたとおり、少し上昇化ぎ

みということでございます。 

 次に、４ページ目でございます。 

 こちらは、清掃センターの焼却施設の１年間

の稼働状況でございます。左側から稼働日数と

しまして、１号炉、２号炉、こちらの１号炉、

２号炉につきましては時間で表示をさせていた

だいております。総計で１号炉７９９１時間、

２号炉につきましては８０１９時間の運転をし

ております。月計のところは、こちらの時間を

２４時間換算で表示をさせていただいておりま

す。２４時間換算で合計の３３４日の運転とな

っております。 

 焼却量につきましては、１号炉、２号炉、そ

れぞれ１万３８１２トン、１万３０８８トンと

なっておりまして、２万６９００トンを合わせ

て焼却をしております。 

 １日当たりの焼却量でございますが、１号炉

が平均４１トン、２号炉が３９トンでございま

した。１号炉、２号炉合わせまして年間で８０

トンを平均で焼却をしております。年度当初、

４月から６月ぐらいまで８８トンぐらいの焼却

を実施しておりましたけれども、灰質が非常に

悪い状況でございましたので、７月から灰質の

改良運転ということで、焼却量を下げて運転を

しております。また、１１月に８５トンという

ふうに表示しておりますけれども、こちらは最

大負荷量を確認を行うというようなことで、現

状の設備の能力を認識するために焼却量を増加

をさせて実験を行ったものでございます。以降

は、約７９トンから７５トンというところで運

転をしておりまして、本年４月につきましては

約７７トンの運転をしておるところでございま

す。 

○環境部次長（宮川正則君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 宮川環境部次長。 

○環境部次長（宮川正則君） それでは、私の

ほうから、八代生活環境事務組合とのごみ処理

委託に関する協議経緯につきまして御説明をさ

せていただきます。それでは、座って説明をさ

せていただきます。 

 資料の５ページ目でございます。 

 生活環境事務組合とは、これまで口頭、それ

から文書での協議と行ってまいりましたけど

も、文書についてやりとりした内容について今

回御説明をさせていただきます。 

 文書については、八代市から都合３回、組合

のほうに照会をしております。組合もそれぞれ

回答をいただいております。 

 それではまず最初に、一番上の２３年４月１

８日に文書を発しました一般廃棄物の焼却処理

に関する料金等についての照会ということなん

ですけども、これにつきましては、生活環境事

務組合のクリーンセンターで隣接する龍峯校区
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で発生するごみの一部について燃やしていただ

けないかと、引き受けていただけないかという

ようなことをですね、お願いしたものでござい

ます。 

 組合からの回答につきましては、前記の照会

につきましては、正式なごみ処理依頼ではない

ということで、改めて正式なごみ処理依頼があ

った後、受け入れる量や価格に関して組合の議

会及び地元との協議をするというような内容で

ございました。 

 次に、同年の８月５日、一般廃棄物の焼却処

理委託について依頼ということで、先ほどの内

容が正式じゃないということでしたので、正式

な文書の依頼をしております。これにつきまし

ては、量につきまして２３年の１１月１日から

２５年の３月３１日、高度排ガス処理の施設改

良が終わるまでの間ということでございますけ

ども、この間、１日当たりごみ収集車１台分、

月でいきますと４０トン、それから期間でいき

ますと６８０トンのごみ処理をお願いしたとこ

ろでございます。 

 これにつきまして組合からは、正副管理者や

組合議会全員協議会等での意見集約を図ってお

り、結論が出次第、回答できる旨の内容でござ

いました。 

 ただ、これについては、その後回答がござい

ませんでしたので、本年１月２４日、八代市と

しましても、いつまでもですね、長く協議する

ことは適当ではないというように考えておりま

したので、最終的なですね、回答をいただきた

いということで、八代市から一般廃棄物の焼却

処理に関する基本的な考え方についてというこ

とで、八代市として事務組合へお願いしたいこ

と、そういったのをですね、取りまとめており

ます。お願いした内容としましては、まず、委

託期間が合意の日から最長で２９年の６月ま

で、前回８月については２４年度いっぱいとい

うことでお願いをしておりましたけども、期間

を延ばしましたのは、本年の１月の１６日でし

たか、八代市の市議会の全員協議会の中で、排

ガス処理の設備改良後もですね、どうしても燃

やせないごみが残るということでですね、その

残ることがわかりましたので、その分も含めた

ところで今回これで依頼をしております。予定

量としましては１日当たりごみ収集車１台分、

月４０トン、年間４８０トンということで、こ

れは前回までのお願いした量と同じでございま

す。次に、焼却灰の処分でございますけども、

焼却灰については、八代市がお願いした燃える

ごみの焼却灰相当については、すべて八代市で

引き取るということでございます。次に、焼却

経費の算定でございますけども、こちらについ

てはクリーンセンターの維持管理費相当額でお

願いしたいということでございます。最後に、

八代市が組合に委託する場合の委託価格の上限

ということでお示しをさせていただきました。

価格としては１トン当たり４万円ということ

で、これは当時、菊池市にお願いしておりまし

た外部焼却委託、民間事業者、ここの焼却費、

それからそこまでの収集運搬費、それと八代市

が引き取る焼却灰の処分費、こういったものを

考慮させていただいて４万円という形でお示し

をさせていただきました。 

 これについての組合からの回答ですけども、

これは本年３月１６日に参っております。組合

としては、受託単価を決定したものではないと

いうこと、今後八代市と協議していく上での一

つの目安として、この回答の中では処理単価及

びその積算の考え方を示したものであるという

ような内容でございます。 

 なお、クリーンセンターも建設から１３年目

を迎えておりましたので、処理能力が低下をし

ているということ、それから、処理量の低下に

あわせて、１日２炉８時間運転のほかに、――

これは計画時の運転です、１日２炉８時間とい

うのは。それに加え、能力が不足分については
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２炉１６時間運転や片炉の１６時間運転という

ことで対応してるというような内容でございま

す。 

 平成２３年度段階におきますごみ処理経費

は、組合としてはトン当たり３万５５８０円と

いうことでお示しをされております。ただし、

これはあくまでも、これまでの維持管理費でご

ざいまして、今後八代市が新たにごみ処理をお

願いするということになりますと、現状でさえ

約９５日間の計画以外の時間外の運転をしてる

ということでございますので、それに対応する

ためには、さらに焼却炉の基幹整備費としてト

ン当たり１万６０００円程度の加算が必要だと

いうような内容でございます。 

 この資料につきましては、添付をしておりま

す。 

 添付資料の中に、先ほど申し上げました３月

１６日の組合からの回答文書が添付をしており

ます。それのですね、３枚目ですかね、３枚目

に別添えという形でございますけども、別添え

で、クリーンセンター焼却施設の運転状況と整

備の見込みということで記載をされておりま

す。この中で、先ほど申し上げました、計画以

外の運転につきましては中ほどに書いてござい

まして、その一番下のをよろしいでしょうか。

米印のところがございます。小さい文字で書い

てございますけども、この中でいきますと、２

炉８時間運転を行った日の１日平均焼却量が３

８.８７トン、２炉１６時間運転を行った日の

１日平均が５８.１７トンということでござい

ますので、これからしますと、八代市が仮にお

願いするということになりますと、さらに２５

日間また１６時間運転しなきゃいけないという

ふうなものでございます。 

 そういったことで、組合としては現状では八

代市から受け入れしても、相応のですね、基幹

改良、こういったものを行うとともに、必要な

人件費、そういったものがですね、さらにアッ

プするであろうというような考え方を示されて

おります。 

 ちなみにですね、今回組合が予定されており

ます改良費、これはあくまでも施工メーカーで

ございます川崎技研がですね、提案という形で

出したものでございますので、これがそのまま

ですね、確実に所要な経費というものでござい

ません。あくまでも一つの目安としてお聞きい

ただければと思います。 

 それを見ますと、八代市が例えば５年間４８

０トンをですね、ごみをお願いしますと、累計

で２４００トンお願いすることになります。そ

れを現在、民間のごみ焼却施設、ここに出して

おりますのが今４万５０５０円でございます。

これからいきますと、民間に出した場合には１

億８０００万ちょい、――済みません、１億８

１２万ぐらいになります。これが、実際今度は

組合のほうの基幹改良、それだけで約１億７０

００万ぐらい現段階で、あくまで見込みですけ

ども、そういったものがですね、見込まれると

いうようなですね、回答の内容になっておりま

す。 

 これだけを単純に比較できるもんじゃござい

ませんけども、現段階のですね、我々が持って

いる手元の資料から、ということで判断します

と、民間に出したほうが現段階では八代市とし

ては経済的ということ。 

 それからあともう一点、今度は現状の生活環

境事務組合の施設、あそこについては、宮原町

――旧宮原町ですね、の栫地区でございますけ

ども、その栫地区の住民の皆さん方と実際、今

後施設をつくらないということで合意をいただ

くとともに、施設全体の計画についてもです

ね、協定、覚書等でですね、それぞれ住民の方

々に理解をいただいておりますので、今後八代

市が新たにごみを持ち込むということになれ

ば、今度は一たん合意ができましても、八代市

と組合が合意ができましても、今度はそれを実
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際実行するためには、また地元に対してです

ね、御説明する必要があるということになりま

すので、今後、実際委託を始めるという場合に

つきましても、協議期間が相当かかるんじゃな

いかということは予想されております。 

 以上でございます。 

○委員長（田方芳信君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（中村和美君） いいですか。 

○委員長（田方芳信君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） 要望ですけど、要する

に、宮原のほうも八代クリーンセンターかな、

ここも対しても、敷地が決まっとるし、限られ

とっし、八代から持っていくちゅうは御迷惑じ

ゃないかなというのはわかっとるわけですね。

ですから、反対に言えば、もう民間にこのまま

なるだけ出して、そして、――なるだけちゅう

のは、ごみの量をまず減らすちゅうことが市民

のやるべきことであるが、それでもできないこ

とはできない、そういうときは民間に委託を

し、そして、なるべく早くこの清掃センターを

つくることが先決じゃないだろうかなというふ

うに思います。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。今、菊地のほう

に持っていっている、九州産廃にお願いして

る、民間の。いつまでこれが可能なのかという

のは目安というのはございますか。 

○委員長（田方芳信君） 宮川次長。 

○環境部次長（宮川正則君） はい。菊地の最

終処分場、九州産廃ですけども、ここについて

は、県の許可については十分余裕がございます

けども、ただ地元とですね、協定が結んでござ

いまして、その協定書が２５年の１１月という

ことで一たんですね、線引きがなされておりま

す。その線引きについてですね、有効性につい

て今提訴がなされておりますので、八代市とし

てですね、今ここで、いろいろそれを判断する

ことは差し控えさせていただきたいと思いま

す。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。初めて聞いたと

ころなんですが、２５年の１１月という。もし

の話は余りできないという話なんですが、そう

いう持っていくことはできないということも想

定をしてですね、やはり取り組まないといけな

いかなとは思うんですが、その辺については何

か手だてを今考えてる部分はございますか。 

○委員長（田方芳信君） 宮川次長。 

○環境部次長（宮川正則君） はい。もう昨年

からですね、私どもも菊地の問題もわかってお

りましたし、あともう一方では、何とかです

ね、もうちょっと安くならぬかということも含

めてですね、九州県内または中国、四国までで

すね、調査をしてみました。その結果、山口県

のですね、萩市の民間事業者が、八代市が菊地

に出しておった価格とですね、同価格でできる

というようなですね、こちらのほうに対しての

提案がございましたので、一昨年、２４年度も

ですね、――あ、２３年度も一部お願いをして

おります。２４年度についてはですね、４月か

ら、４月の６日からでしたかね、九州産廃が炉

が停止しましたもんですから、改修のためです

ね。その改修の期間、５月のですね、連休明け

まで、その山口県の業者に九州産廃と同価格で

ですね、今お願いしております。 

 今後も、将来的にもですね、地元の萩市のお

話等々をですね、総合しますと、当分の間、八

代市のごみの引き受けは可能だということで、

我々は今聞いております。 

○委員（堀口 晃君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 
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○委員（堀口 晃君） はい。九州管内には同

じ値段ではないというような状況があるわけで

すよね。本当、頑張っていただきたいなと思っ

ています。どうしようもなかですよね。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 建設環境委員会の資料

の５ページか何かにありますけどね、一応、事

務組合からの回答では、大体処理経費が、２３

年度ですね、には３万５５８０円、トン当たり

ですね、が、これに今度は焼却炉の基幹整備費

としてまた１万６０００円ほど乗るということ

ですよね。こっちの、今度は、何ですかね、こ

れは、処理委託に関する基本的な考え方ちゅ

う、この資料の中で、整備の見込みちゅうとこ

ろであるのに、クリーンセンターは運転開始か

ら１３年を経過し、一般的に基幹的整備を行う

目安とされる時期、運転開始から１５年に差し

かかっていますということですよね。だから、

この大方１万６０００円ぐらいが上乗せされる

と。今まで使ってなかったけれども、今からこ

れを交渉するとなれば、その分まで八代市が上

乗せして、お手伝いして焼却せにゃいけぬちゅ

う状態になりますよね。今現在はクリーンセン

ターの焼却料、単なる焼却料よりも、料金より

も、菊地のほうですかね、あっちのほうに出し

たほうが、要するに経済的には安いという判断

のもとにやっとられますね。もちろん、今はク

リーンセンター、それ受け入れられないという

形ですけれども。だけど、もし受け入れるにし

たって、金銭的には今でも高い、なおかつ基幹

整備費要りますけんでて、そこまで上乗せして

されるちゅうと、八代市にとって非常な負担に

なっですよね。それだったら、菊地のほうがい

けるちゅうんだったら、そのままいかれたほう

が経済的には物すごく市としても助かるんじゃ

ないかなと。その分にかかる費用は、今度、環

境センターのほうに向けて蓄えていったほうが

ずっと効果があるんじゃないかなちゅう気はす

るんですけども、そこらあたりの考え方ちゅう

のは、市のほうはどういうふうに思われてます

か。 

○委員長（田方芳信君） 宮川次長。 

○環境部次長（宮川正則君） はい。市町村合

併をしました後、平成１７年度から組合が行っ

ております事業、これについてはそれぞれです

ね、所管課が入りまして、予算の協議でありま

すとか、決算の内容等々についてですね、説明

を受け、八代市としての意見はこれまでもです

ね、述べさせていただきました。その中で、ご

み処理につきましては、八代市が環境センター

を建設するということで、八代市としては極

力、もう２８年度末という線引きがございます

ので、それまでは八代市としては極力ですね、

新たな投資、ごみ処理施設に対する投資です

ね、そういったものは控えたいというようなこ

とはですね、申し出ておりますし、これは組合

議会でもですね、そういった形のいろんなです

ね、議論がなされてるとも聞いております。 

 そういったことで、現段階でですね、さらに

１万６０００円、トン当たり要るということに

なってきますと、それについてはですね、どこ

まで抑えられるかということも検討しなきゃい

けませんけども、新たな投資、つまり八代市が

手を引いた後にそのまま改修後のものが使える

ということになってきますと、八代市が手を引

いた後にですね、最終的なごみ処理についての

事業の精算がありますけども、その中でいろい

ろですね、それぞれ今後の負担、決められると

思いますけども、そこまでなるべく八代市とし

てはですね、新たな負担を避けるということが

賢明かなとは話をしてきております。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 
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○委員（大倉裕一君） はい。長く生活環境と

議論をされてきて、ようやく市の期待に沿える

ような回答が出てきたのかなというところなん

ですけど、この結果をもって、市としてはどう

されるんですか。今後も協議を進めていかれる

のか、もしくはもうこれで見えたかなと、生活

環境のクリーンセンターのほうに依頼するもの

ではないなというような判断を持たれたのか、

その点をどのようにお考えですか。 

○委員長（田方芳信君） 宮川次長。 

○環境部次長（宮川正則君） 私どもとしまし

ては、逆に新たなですね、門戸が開けてくれば

ですね、またそれで対応したいと思っとりま

す。 

 ただ現段階では、八代市として、まずはコス

トという面から考えてですね、高いというこ

と、それからもう一つ、今度は実際お願いする

にしても、今度は行政間ではですね、話がつい

たとしても、今度、対住民がございますので、

住民の皆さん方に対してですね、説明をすると

いうことになってきますと、環境センター建設

でも相当八代市ですね、住民説明会でいろんな

ですね、住民の方々の御意見を伺いながらです

ね、対応をとってきましたけども、今後、栫地

区の住民の皆さん方からですね、直接お話をし

ますと、また新たないろいろなですね、課題も

浮き上がってくるかもしれません。そういった

課題に対応していくということになりますと、

また時間がかかりますので、八代市としては、

現段階では、ここで組合とのですね、協議は終

えたいというふうに考えております。（｢それ

が賢明」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。その方針につい

ては理解を示したいというふうに思います。 

 あとですね、非常事態宣言後のごみの推移の

話なんですけど、やっぱり危機意識がうまく伝

わってないというのが正直なところじゃないか

なというふうに思うんですね。で、市民にごみ

を削減するとこういうメリットが出てくるとい

う部分をしっかりまた訴えていただきたいとい

うふうに思います。 

 それとですね、クリーンセンターとのごみの

受け入れの、何というか、条件というんですか

ね、営業日の違いとか、そういった関係がどう

しても、八代市の清掃センターのほうに今負担

が来ているというようなですね、お話も若干聞

いたことがありますので、ぜひクリーンセンタ

ーと中北の受け入れの部分については、統一化

をですね、図っていただくように取り組みを進

めていただきたいというふうに思います。昨年

度はゴールデンウイークか何かの長期の生ごみ

回収ですかね、燃えるごみ回収については、回

収が長期ないというような状況が出ないように

改善をされたということでありますけど、年末

年始の受け入れとかですね、そのあたりがまだ

違うような部分もありますし、個別の収集と１

カ所に収集するというようなですね、回収の方

法の違い、そういった部分もありますので、で

きるだけ統一化できるところは統一していただ

きながらですね、そして、ごみの削減もしてい

ただくと、こういうメリットが市民の皆さんに

は出てくるという、再度周知を図っていただく

ようにお願いをしときたいと思います。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上でご

み非常事態宣言後の状況についてを終了しま

す。 

 ほかに当委員会の所管事務調査について、何

かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で本

日の委員会の日程は全部終了いたしました。 

 これをもって建設環境委員会を散会いたしま
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す。 

（午前１１時５０分 閉会） 
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